
大飯原発 3、4 号機差止請求控訴事件に関する裁判所へのお願い（2017 年 6 月～）  
 

〒920-8655 
石川県金沢市丸の内 7 番 2 号名古屋高裁金沢支部 

内藤正之裁判長 殿 
鳥飼晃嗣裁判官 殿 
能登謙太郎裁判官 殿 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

平成 26 年（ネ）第 126 号の大飯原発 3、4 号機運転差止請求控訴事件につい

て要望します。 
 
 本事件について、裁判長は以下のような見解を述べられています。 
➽ 「最も重要

．．．．
な争点は基準地震動と認識しております。」(2016 年 10 月 19 日、

第 9 回口頭弁論期日） 
➽ 「島﨑証人は控訴審においては最も重要

．．．．
と考えています。」（2017 年 1 月 30

日、第 10 回口頭弁論期日） 
 その島﨑邦彦氏が、第 11 回口頭弁論期日（2017 年 4 月 24 日）で以下のこと

を証言されました（具体的な証言は裏面参照）。 
（1）入倉・三宅式を「事前予測」に用いると基準地震動は過小評価 
（2）関電の「詳細な調査」や不確かさの考慮後も入倉・三宅式は過小評価 
（3）入倉・三宅式を使うレシピは審査ガイド違反 
（4）大飯発電所の基準地震動については必要な審査が行われていない。 
 
 以上のことから、次の 3 点を裁判所にお願いする次第です。 
（1）この最も重要

．．．．
な争点に関する最も重要

．．．．
な証人による証言内容をしっかりと

受け止めてください。 
（2）（1）に関連し、よもや今回の尋問を単なる「聞き置く場」になどしていな

いとは存じますが、証言から得られた知見に基づくご判断を改めて求めます。 
（3）証言において提起された問題点について、さらなる証人尋問の実施も含め

て慎重かつ徹底した審理を進めてください。 
 
 
 
 
 
 
 

お 手 数 で す

が、120 
円切手を貼っ

て投函をお願

いします。 

私の一言 
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★具体的な証言の具体例（一部です）★ 

■（1）について 
・「やはり入倉・三宅式を用いて事前に設定できる断層の長さや断層の面積から

地震モーメントを求めると，どうしても過小評価になってしまう。」 
・「事前に設定できるモデルから入倉・三宅式を使うと過小評価になる」 
・「（地震後に得られた）震源インバージョンと地震モーメントを結ぶ式として

は（入倉・三宅式は）いい式だと思います。ただそれを地震前に設定できる活断

層の長さに当てはめると過小評価になる」 
■（2）について 
・「これは詳細な活断層調査の中なんですけれども…この深さは 200ｍとか 300
ｍとかにすぎません。詳細な調査っていうのをやっていても，実はほとんど表

層にすぎないんですね。ところが，この発電所では，地震発生層の厚さが…一番

深いところは 15km だと言ってるわけですね。だから，3000m から 1 万 5000m
のところに震源断層が存在しているはずなんです。それを僅か 200m の調査で，

どう詳細なものが分かるんでしょう。わかり得ませんね。だけど，これを詳細な

活断層調査と言っているわけです。」 
・「（「関西電力は白木－丹生断層の傾斜角が 60 度であることを参照し、不確か

さの考慮で 75 度となっていますが、そのことで震源断層の設定に余裕があるの

で、入倉・三宅式による過小評価の心配はないという意見があるとしたら、いか

が思われますか。」という問いに対して）それはとんでもない話です。75 度にし

ても 15km が 15.5km になるだけで、何の違いもありません。」 
「３連動をする前は 700 ガルっていう値が基準地震動だったんです。３連動す

ることによって,758 ガルになったんですね。ですから，8％強増えたんです。と

ころが，ここの式を変えることによって 80％増えるわけですよ。…断層の長さ

を長くして保守的というような，このことが，質的に違うことが応力降下量を

変えることによって起こると，そういうことです。」 
■（3）について 
・「（審査ガイドである「震源断層を特定した地震の強震動予測手法」（レシピ）

は表現を修正しただけで、中身は変わっていないから、（ア）を使って（イ）は

使わないというこれまでの審査を改める必要はないという意見に対して）それ

は大間違いでありまして、ちゃんとガイドに決まっていることを審査で取り上

げてないというのは、大変困った状況だと思います。」 
■（4）について 
・「（大飯発電所については許可を出すべきではないのか、という質問に対して）

そのとおりです。必要な審査がまだ行われていません。」 


